
第12号様式 (第46条関係)
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(日税に体る措置の考え万,

木質バイオマス発電所の本」用率の向上に努めます。
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(日線に体 る措置の考え万,

新エネルギー等電気和!用法 (WS法 )で 義務付けられている新エネルギー等電気相当畳を
調達します。

特 記 事

く禾本J用エネルキー争による発電量の割合の拡大を凶るための増饉及び 目棟,

現在のところ、米和j用エネルギー等の利用の計画はあ りませんが、導入に向け努力 します。

(大刀発電所におtする認効界の向上を凶るための措瞳及び 目黎,

調整用に使用 している発電所については、部分負前運転による効率低下を避けるべ く、効率的な
運用を行つています。

(府肉の電気常用者に対する地球温暖化の/5上に資する標組)

引き続き、省エネルギー提案ならびにいCO事業を推進することで、地球温暖イヒ防止に努めます。

くその1巴の地採温暖にの閉上に買はする収組,
自社オフィスでの節電、空調管理などの省エネのlL、CFI(グ ,― ン フ ューエル イ ‐シアチ
ブ)構 想による森林系バイオマス燃料製造事業への参画などによる再生可能エネルギーの利用促
進を進めていきます。
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フ ァ ク シ ミ リ 番 号

ファース トエスコ 代 表取締役社長東京都中央区京橋292

該当する事業者要
「 電気事業法第 2条 第 1填 第 2

V電 気事業法第 2粂 第 1項 第 8号 に規定する

業 の  概

省エネルギー文援サービス事業
当社のメイン事業として、初期投資なしてお客様の省エネルギー対策をサポー トする事業で、
工場からスーパー等お客様のご要望に合わせたご握案をしています。
グリーンエナジー事業
京都議定書の発効で本格化するC02削減ニーズに対応し、環境価値の高い新エネルギーによる
木質バイオマスチップの発電所の開発 建 設及び運営を行っています。

◇電カビジネス事業
工場 オ フィスビル ス ーパー等大日から小日まで幅広く電力自由化対象事業所への
電力小売事業を行つています。

当社では、次の3つ の事業を融合させた総合エネルギーサービス事業を展開しています。

球 温 暖 化 対
基 本  方

バイオマス発電所の電力をベース電源として利用しています。
パイオマス発電所の矛」用率の向上、及び調整用発電所の運転効率の向上により、
と出最の肖J減に努めています。

その他の温暖化対策に係る取組方針
省エネルギー支援サービス事業所管部門において、お客様に対し、省エネルギーの推進を
提案しています。

地 球 温 暖 化 対
の 推 進 体

グリーンエネジー事業所管部門および電カビジネス事業所管部門が中心となつて
子会社の木質バイオマス発電所および調整用発電所と連携し、発電所の効率的な
運用に取り組んでいます。

その他の温暖化対策に係る推進体制
省エネタレギー支援サービス事業所管部門を中心に、お客様に対し、省エネルギー関連lF報を
積極的に提供しています。

温 室 効 果 ガ ス

電気の供給 に伴 う
温 室 効 果 ガ ス

出 の 量 の 削
を 図 る た め

置 及 び 目
バイオマス発電所の継統的な和j用および利用率の向上、調整用発電所での重油使用量


